
（例） 

平成２５年１２月までで給付累計額が 28,500 円となっている。 

 

 

 

その後、平成２６年３月診療分の請求があった場合。 

パターンは（請求額がＡ：1,300 円・Ｂ：1,500 円・Ｃ：1,800 円）の３通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  給付累計額が３万円に達したため、年度内の給付が終了となった請求書等は返却いたし

ます。 

ただし、返却分も含めた当年度内の請求書につきましては、翌年度４月１日以降に再度

請求することができます。 

 なお、その場合には、お手数ですが余白に給付該当年度の表記をお願いします。 

（表記例：『平成○○年度分』） 

※  請求期限は、給付事由（診察日）が生じた日から２年です。 

※  現在の給付累計額については、振興会までお問合せください。ＦＡＸで返信希望の方は、

会員番号・氏名・返信先のＦＡＸ番号と『医療補助金給付累計額希望』とお書きください。 

 ＴＥＬ ０２８－６２３－３４４５     ＦＡＸ ０２８－６８０－６３０３ 

 

年度内給付年度内給付年度内給付年度内給付累計累計累計累計 

上限額上限額上限額上限額 

30,000 円円円円 

平成平成平成平成 25 年度年度年度年度 

給付給付給付給付累計額累計額累計額累計額 

28,500 円円円円 

平成平成平成平成 25 年度年度年度年度にににに 

給付給付給付給付できる残額できる残額できる残額できる残額 

1,500 円円円円 

＝＝＝＝    －－－－    

 

 事業内容の見直しにより、平成２５年度から年度内給付累計上限額が新たに設けられました。 

 この上限額は３万円で、平成２５年４月１日以降の給付事由(診療日)に基づく請求から該当

となり、給付累計額が３万円に達した時点で当該年度の給付は終了となります。 

 今回、次のような事例が多く見られましたが、その取扱いは記載のとおりとなりますので御

承知おき願います。 

 

 

 

 

 

(請求額) 

3,000 円×1/2＝1,500 円 

請求請求請求請求額額額額 1,500 円円円円 

のののの場合場合場合場合 

領 収 書 

平成 26 年 3 月診療 

   ¥ 3,000 

 

 

 

 

 

 

(請求額) 

2,600 円×1/2＝1,300 円 

請求請求請求請求額額額額 1,300 円円円円 

のののの場合場合場合場合 

領 収 書 

平成 26 年 3 月診療 

   ¥ 2,600 

 

 

 

 

 

 

(請求額) 

3,600 円×1/2＝1,800 円 

請求請求請求請求額額額額 1,800 円円円円 

のののの場合場合場合場合 

領 収 書 

平成 26 年 3 月診療 

   ¥ 3,600 

 

給付給付給付給付額額額額 1,500 円円円円 

(平成平成平成平成 25 年度年度年度年度給付累計額給付累計額給付累計額給付累計額 30,000 円円円円) 

給付累計額はちょうど３万円に

なります。 

給付額給付額給付額給付額 1,500 円円円円 

(平成平成平成平成 25 年度年度年度年度給付累計額給付累計額給付累計額給付累計額 30,000 円円円円) 

調整額 300 円は給付対象外とな

ります。 

給付額給付額給付額給付額 1,300 円円円円 

(平成平成平成平成 25 年度年度年度年度給付累計額給付累計額給付累計額給付累計額 29,800 円円円円) 

残額 200 円は、当年度内の別の請

求書がある場合には請求できま

すが、請求書Ｃと同様 3 万円を超

えた分は給付対象外となります。 

請求書請求書請求書請求書    ＡＡＡＡ    請求書請求書請求書請求書    ＣＣＣＣ    請求書請求書請求書請求書    ＢＢＢＢ    

(300 円の減額調整) 


